
榎地区まちづくり説明会

令和３年８月27日（金）
28日（土）

武蔵村山市 都市整備部 都市計画課



本日の内容

１．前回説明会（令和3年6月）での

アンケート結果

２．今後の榎地区のまちづくり

３．今後のスケジュール
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１．前回説明会（令和3年6月）での

アンケート結果

（１）アンケート結果

（２）アンケート結果を踏まえた

今後のまちづくりについて
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（１）アンケート結果

１．前回説明会（令和3年6月）でのアンケート結果
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対象者：榎地区まちづくり説明会（令和３年６月）の参加者

質 問：まちづくりを皆さんで検討する機会があれば参加
したいと思いますか？

‣約６割以上の方が、榎地区のまちづくりについて検討する
機会があれば参加したいと答えています。

N＝34人



（２）アンケート結果を踏まえた
今後のまちづくりについて
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桜街道線の沿道付近＋榎地区

自分たちの住むまちをみんなで考えて良くしたい

１．前回説明会（令和3年6月）でのアンケート結果



２．今後の榎地区のまちづくり

（１）まちづくりのルールづくり

（２）ルールづくりの検討の流れ

（３）市内の事例
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（１）まちづくりのルールづくり

２．今後の榎地区のまちづくり
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身近なまち（地区）のまちづくりの方針やルールを地区の市民や事業者
のみなさまで話し合ってまとめ、市が決定するものです。「武蔵村山市ま
ちづくり条例」に定められた市独自の制度です。

身近なまちに対する、

「○○を残したい」や「○○を良くしたい」

というような思いが、ルールのもとになります。

地区まちづくり計画を

定めて、まちづくりのルールとして
いくことができます。
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例えば

２．今後の榎地区のまちづくり
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例えば

２．今後の榎地区のまちづくり



（２）ルールづくりの検討の流れ
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地区の課題の抽出

まちづくり計画の範囲を決める

地区の目標を決める

具体的なルールを考える

・まちづくりを進める範囲を検討

・適正な土地利用がされているか
・安心・快適に利用できているか

・安心・安全な地区にする
・災害に強くする など

・まちづくりを進める上で必要なルールを検討する

「地区まちづくり計画」をつくるには、まちづくりに対する発意をもと
に、地区の目標やルールづくりなどを検討していきます。

＜まちづくりの検討の流れのイメージ＞

２．今後の榎地区のまちづくり



（３）市内の事例
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２．今後の榎地区のまちづくり

【新青梅街道沿道地区まちづくり計画】平成26年3月
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２．今後の榎地区のまちづくり

にぎわいと活力のある
まちづくり

安心・快適な道づくり統一感のあるまちなみ
景観づくり

災害に強いまちづくり 住み続けられるまちづくり

目指すまちの将来像を定め、まちづくりのルールを決めていきます。
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3．今後のスケジュール
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令和３年

現時点での想定スケジュールであり、
変更となる場合もあります。
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ご清聴ありがとうございました。

お問合せ先

武蔵村山市 都市整備部 都市計画課 計画係

（担当：小濱、橋本）

住 所：〒208-8501 武蔵村山市本町一丁目１番地の１

電 話：０４２－５６５－１１１１（内線２７２）

ＦＡＸ：０４２－５６６－４４９３


